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ＪＡマイカーローン商品概要説明書 

商  品  名 ＪＡマイカーローン 

ご利用いただける

方 

次のいずれも充足している個人。 

１ 組合員（准組合員含む）であること。ただし、員外であっても特段の理由に

よりＪＡが認める場合にはこのかぎりではない。 

２ 貸付時の年齢が１８歳以上７５歳未満でかつ、完済時の年齢が８０歳未満で

あること。ただし、２０歳未満の准組合員については給与所得者であること。 

３ 原則として前年度税込年収が１５０万円以上あること。ただし、農業者以外

は前年度税込年収が２００万円以上あること。 

４ 勤続（または営業）年数が１年以上であること。ただし、新卒の給与所得者、

および年金受給者は除く。 

５ 生活の本拠が定まっており、原則として地区内に１年以上居住しているこ

と。 

６ 居住実態が確認できること（申出のあった住所の確認ができること）。 

７ ＪＡと取引があり、特に信用状況に不安がないこと。 

資 金 使 途 

本人またはその家族が購入する乗用車（営業車は除く）オートバイの購入資金を

対象とする。車両価格のほか、税金、保険料（ＪＡみついしと契約する自動車共

済のみ）、購入時の車検等登録費用を含むものとする。また、車庫建設資金（建

設費１００万円以内のものに限る。）や他金融機関等から借入中のマイカーロー

ンの借換も含める。 

お 借 入 金 額 

１０万円以上、１，０００万円以内（１万円単位）とする。ただし、借入実行時

の年齢が７１歳以上の場合は、２００万円以内とする。また、北海道農業信用基

金協会（以下「基金協会」という。）保証を付す場合は、借入金額を５００万円

以内とする。  

お 貸 付 期 間 
６ケ月以上、１０年（１２０か月）以内とする。借換の場合は、現在借入中のマ

イカーローンの残存期間内であること。 

金 利 ＪＡ所定の金利とする。 

担 保 

保     証 

以下の条件のいずれかを充足することとする。 

① 基金協会を付すこと。（ネットマイカーローンは三菱ＵＦＪニコス） 

② 基金協会を付すことができない場合でも、不動産、共済契約、質権設定等に

より借入金額に足りる担保差入契約ができること。 

③ ①、②の条件を充足できない場合でも、ＪＡが認める連帯保証人を付すこと

ができること。 

   

貸 付 方 式 
一括貸付とし、貸付金は借入者名義の貯金口座へ入金する。ただし、原則として

貸付実行と同時に貸付金全額を自動車販売店に振込送金する。 

貸 付 実 行 日 資金必要時期とする。 

元利金の返済方法 元利金等償還または元金均等償還とし、次のいずれかの方法とする。 
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（基金協会を付す場合、元利金等償還を条件とする。） 

ア、毎月返済方式 イ、特定月増額返済方式 

ウ、年２回返済方式（農業者のみの取扱） 

エ、基金協会保証を付さない場合は、年１回返済方式を認める。 

遅 延 損 害 金 ＪＡ所定の金利とする。（年１４％） 

事務手数料・繰上償還手数料等 ＪＡの定めによる。 

繰 上 返 済 一部繰上償還および全額繰上償還を認める。 

 


